
要
介
護
認
定
者
数
等
の
増
加
と
認
定
調
査
業
務

○
第

1号
被
保
険
者
の
要
介
護

( 要
支
援

) 認
定
者
数
の
見
込
み

○
介
護
サ
ー
ビ
ス
量
等
の
見
込
み
（
う
ち
在
宅
介
護
）

○
認
定
調
査
の
適
正
な
実
施
自
体
が
困
難
と
な
る
可
能
性

※
要
介
護
認
定
は
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら

30
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
法
第

27
条
第

11
項
）

○
介
護
支
援
専
門
員
以
外
の
職
種
に
よ
る
委
託
調
査
実
施
の
必
要
性

※
厚

生
労

働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
第
７
期
計
画
期
間
に
お
け
る
介
護
保

険
の
第

１
号

保
険

料
及

び
サ

ー
ビ
ス
見

込
み

量
等

に
つ
い
て
」
よ
り
抜

粋
。 5

○
必

要
な

ケ
ア

プ
ラ

ン
数

の
増

加

○
介

護
支

援
専

門
員

と
し

て
の

業
務

が
逼

迫

○
介

護
支

援
専

門
員

に
よ

る
認

定
調

査
の

限
界

○
認

定
調

査
件

数
の

増
加

○
困

難
な

市
町

村
職

員
の

増
員

○
認

定
調

査
の

更
な

る
外

部
委

託
化

平
成

29
(2

01
7)
年

度
平

成
32

(2
02

0)
年

度
平

成
37

(2
02

5)
年

度

62
9万

人
68

3万
人

77
1万

人

平
成

29
(2

01
7)
年

度
平

成
32

(2
02

0)
年

度
平

成
37

(2
02

5)
年

度

34
3万

人
37

8万
人

42
7万

人

11



6

提
案
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点

○
要

介
護

認
定

は
被

保
険

者
に

と
っ

て
、

①
保

険
給

付
の

対
象

と
な

る
か

否
か

、
②

利
用

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
の

種
類

、

③
利

用
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

の
量

を
左

右
す

る
重

要
な

も
の

。

○
本

提
案

に
よ

る
調

査
員

の
要

件
緩

和
に

あ
た

っ
て

も
、

そ
の

質
の

維
持

・
確

保
に

つ
い

て
最

大
限

の
配

慮
が

必
要

。

要
介
護
状
態

区
分

低
下
が
見
ら
れ
る
日
常
生
活
能
力

利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス

利
用
で
き
る

サ
ー
ビ
ス
の
量

要
支
援
１

起
き

上
が

り
、

立
ち

上
が

り
在

宅
サ

ー
ビ

ス
（

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
、

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

、
福

祉
用

具
貸

与
な

ど
）
、
介

護
付

き
有

料
老

人
ホ

ー
ム

な
ど

5,
03

0単
位

要
支
援
２

認
知

症
高

齢
者

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
10

,4
73

単
位

要
介
護
１

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
を

除
く

介
護

施
設

（
介

護
老

人
保

健
施

設
、

介
護

医
療

院
な

ど
）

16
,6

92
単

位

要
介
護
２

歩
行

、
洗

身
、

つ
め

切
り

、
薬

の
内

服
、

金
銭

の
管

理
、

簡
単

な
調

理
19

,6
16

単
位

要
介
護
３

寝
返

り
、

排
尿

、
排

便
、

口
腔

清
潔

、
上

衣
の

着
脱

、
ズ

ボ
ン

等
の

着
脱

特
別

養
護

老
人

ホ
ー

ム
26

,9
31

単
位

要
介
護
４

座
位

保
持

、
両

足
で

の
立

位
、

移
乗

、
移

動
、

洗
顔

、
整

髪
30

,8
06

単
位

要
介
護
５

麻
痺

（
左

下
肢

）
、

食
事

摂
取

、
外

出
頻

度
、

短
期

記
憶

36
,0

65
単

位

※
「

低
下

が
見

ら
れ

る
日

常
生

活
能

力
」

は
要

介
護

状
態

区
分

ご
と

に
80

％
以

上
の

割
合

で
何

ら
か

の
低

下
が

見
ら

れ
る

認
定

調
査

項
目

（
平

成
26

年
度

認
定

情
報

を
厚

生
労

働
省

が
集

計
）

。
※

「
要

支
援

２
」

「
要

介
護

１
」

は
心

身
機

能
は

お
お

む
ね

同
程

度
で

あ
り

、
状

態
の

維
持

・
改

善
が

見
込

ま
れ

る
場

合
は

「
要

支
援

２
」

、
そ

う
で

な
い

場
合

は
「

要
介

護
１

」
と

な
る

。
※

「
利

用
で

き
る

サ
ー

ビ
ス

の
量

」
は

在
宅

に
お

け
る

お
お

よ
そ

の
も

の
で

、
施

設
サ

ー
ビ

ス
の

場
合

は
こ

れ
に

限
ら

な
い

。
目

安
：

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
39

4単
位（

身
体

介
護

30
分

以
上

1時
間

未
満

）、
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
65

6～
1,

14
4単

位
（

8時
間

以
上

9時
間

未
満

）
、特

別
養

護
老

人
ホ

ー
ム

63
6～

91
0単

位（
1日

）

片
足

で
の

立
位

、
日

常
の

意
思

決
定

、
買

い
物

12



事
務
受
託
法
人
に
お
け
る
調
査
員
の
要
件
に
関
す
る
提
案

＜
認
定
調
査
の
質
の
確
保
に
つ
い
て
＞

○
上

記
①

は
、

介
護

支
援

専
門

員
実

務
研

修
受

講
試

験
の

受
験

資
格

を
有

す
る

者
で

あ
る

。

○
認

定
調

査
に

関
す

る
知

識
等

に
つ

い
て

の
介

護
支

援
専

門
員

と
の

差
異

※
に

つ
い

て
は

、
認

定
調

査
員

研
修

の

修
了

と
、

委
託

元
市

町
村

が
実

施
す

る
必

要
な

研
修

の
修

了
を

要
件

と
す

る
こ

と
で

質
の

確
保

が
可

能
と

考
え

る
。

※
介

護
支

援
専

門
員

実
務

研
修

受
講

試
験

の
合

格
及

び
介

護
支

援
専

門
員

実
務

研
修

に
お

け
る

要
介

護
認

定
に

係
る

課
程

の
習

得

＜
実
現
に
よ
り
見
込
ま
れ
る
効
果
＞

○
市

町
村

が
実

施
す

る
要

介
護

認
定

の
効

率
的

か
つ

確
実

な
実

施
の

確
保

策
に

つ
な

が
る

。

○
介

護
人

材
の

確
保

が
重

要
と

な
る

今
後

に
お

い
て

、
介

護
保

険
制

度
の

運
営

に
支

障
の

な
い

範
囲

で
多

様
な

働
き

方
が

可
能

と
な

り
、

人
材

の
効

率
的

な
就

業
や

確
保

が
可

能
と

な
る

。
7

事
務

受
託

法
人

が
実

施
す

る
認

定
調

査
業

務
に

お
い

て
は

、
介

護
支

援
専

門
員

の
ほ

か
、

次
の

２
点

を
満

た
す

者
を

調
査

員
と

す
る

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
。

①
次

の
資

格
を

有
す

る
者

で
あ

っ
て

資
格

取
得

後
に

当
該

資
格

に
係

る
業

務
に

５
年

以
上

従
事

②
都

道
府

県
等

が
実

施
す

る
認

定
調

査
員

研
修

の
修

了
に

加
え

、
委

託
元

市
町

村
が

実
施

す
る

質
の

確
保

の
た

め

の
研

修
を

修
了

○
医
師

○
歯
科
医
師

○
薬
剤
師

○
保
健
師

○
助
産
師

○
看
護
師

○
准
看
護
師

○
理
学
療
法
士

○
作
業
療
法
士

○
言
語
聴
覚
士

○
社
会
福
祉
士

○
介
護
福
祉
士

○
視
能
訓
練
士

○
義
肢
装
具
士

○
歯
科
衛
生
士

○
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師

○
は
り
師

○
き
ゅ
う
師

○
柔
道
整
復
師

○
栄
養
士

○
管
理
栄
養
士

○
精
神
保
健
福
祉
士

提
案

理
由

提
案

内
容

13



平
成
３
０
年
７
月
１
１
日
（
水
）

沖
縄
県

那
覇
市

沖
縄
県

シ
ー
サ

ー

「
要
介
護
認
定
調
査
員
の
資
格
要
件
緩
和
」

に
つ
い
て

地
方
分
権
改
革
に
係
る
提
案
団
体
ヒ
ア
リ
ン
グ

重点番号20：介護認定に係る調査事務を委託する際の職員の資格要件の見直し（那覇市）
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